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デマンドタクシーからコミュニティバスへの乗継パスを発行 
 

見附市では、バス等が運行していない地域と市街地をつなぐ移動手段として、市内６地区(※)で

「デマンド型乗合タクシー」（以下、「デマンドタクシー」という）を予約に応じて運行しています。 

このたび、デマンドタクシー利用者の利便性向上と公共交通の利用促進を目的に、デマンドタク

シー利用者がコミュニティバスに乗継ぐ際に、コミュニティバス運賃を無料（デマンドタクシー利

用当日のみ）とする乗継パスを発行します。 

 

１．利用方法    

（１）デマンドタクシー利用時にタクシー運転手に乗継パスの利用希望を伝え、運転手より乗継パ 

   スを受け取る。 

（２）コミュニティバス降車時に乗継パスをバス運転手に提示することで、運賃無料でコミュニテ 

   ィバスの利用が可能になる。（無料となるのはデマンドタクシー利用当日のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

   利用の流れのイメージ 

 

２． 事業開始日  令和８年４月１日 

 

【参考】※デマンドタクシーが利用可能な市内６地区 

 ①今町田園 ②新潟地区・戸代新田町 

 ③牛ヶ嶺町、宮之原町、河野町、明晶町、池之内、名木野 

 ④杉澤町、池之島町、堀溝町、文納 ⑤葛巻地区、鳥屋脇町、耳取町、山崎町 

 ⑥元町 1 丁目、島切窪町、石地町、西山町、町屋町 

    

◆コミュニティバスのダイヤ改正 

 １．改正点  コミュニティバスの運行にあたり運転手不足が大きな問題となっている中で、今 

        後も現状のダイヤを維持していくために、平時よりも公共交通の利用率が下がる 

        お盆、年末を休日ダイヤに改正します。 

 ２．改正日  令和8年4月1日 

 ３．該当日  お盆：8月13～16日（4日間）、年末：12月29・30日（2日間） 
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